
1996年度（平成８年度） 
第１回 川崎市外国人市民代表者会議 

会議経過 

第１日（12月１日）午後２時～５時 中原区役所 

 

◇ 事務局説明  

 ・川崎市外国人市民代表者会議条例の説明 
 ・川崎市外国人市民代表者会議運営要綱案の説明  

◇ 委嘱状交付  

 ・高橋清市長から，各代表者に委嘱状を手渡した。  

◇ 代表者紹介（自己紹介）  

 ・事務局紹介  

◇ 委員長，副委員長の選出  

 ・委員長  李 仁 夏 さん      （韓国） 
 ・副委員長 マウゴジャータ・ホソノ さん（ポーランド）  

◇ 会議運営要綱案の審議・決定  

 ・川崎市外国人市民代表者会議運営要綱案を審議，原案のとおり決定  

◇ 部会の設置  

  （１） 教育部会 
  （２） 地域生活部会 
  （３） 街づくり部会  

第２日（12月８日）午後２時～５時 生活文化会館（てくのかわさき） 

全体会議 



 

◇ 部会委員の決定  

   （１） 教育部会    （８名） 
   （２） 地域生活部会  （８名） 
   （３） 街づくり部会  （８名）  

◇ 部会臨時委員の選任  

 ・李 秀 賢 さん          （中国）＝教育部会 
 ・ラリット クマール アグラワル さん（インド）＝地域生活部会 
 ・モハマド アンワル さん      （パキスタン）＝街づくり部会  

◇ 事務局説明  

 ・臨時委員の選任に係わる経過について  

◇ 部会長の選出  

   （１） 教育部会   藤岡 ニウセイアさん（ブラジル） 
   （２） 地域生活部会 金 熙 淑さん   （韓国） 
   （３） 街づくり部会 王   昆さん   （中国）  

◇ 話し合いたいテーマ      

教育部会 

     ＝違いを認め合い，人権が尊重される教育＝ 
      ・いじめ，差別（学校で，地域で）の問題 
      ・習慣，文化の違いの理解 
      ・心の教育をどうするか 
      ・留学生に対する支援 
      ・子どもの保育の支援の問題  

      

地域生活部会 

     ＝日本人と平等の生活＝ 
      ・住宅（入居差別等）の問題 
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      ・地方参政権の問題 
      ・福祉・医療の問題  

      

街づくり 

    ＝住みやすい街づくりのために，外国人ができること＝ 
      ・日本人と外国人との交流（イベントの企画等） 
      ・外国人と外国人，外国人と日本人とのコミュニケーション 
      ・情報のネットワーク化 
      ・町内会や地域への参加  

◇ 部会審議の報告  

◇ その他（部会の日程確認）  

部会（１月12日）午後２時～５時 高津区役所 

 

◇ 事務局説明  

◇ 部会委員の一部変更  

    

◇ テーマの絞り込み，話し合い   

教育部 

 ＝文化習慣等の違いを，外国人自身がどうアピールしていくか＝  
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部会 



 ○外国人の保護者と学校と日本人の保護者が話し合う機会（場）を教育委員会が設けることを提案したい。ただし，どのようなも
のを望むか，詳細はこれから話し合う。  

 ○「川崎市外国人教育基本方針」を学習し，外国人の声をどう反映させるか，話し合う。  

 ○外国人の教育相談の窓口がどうあって欲しいか，話し合う。  

   

地域生活部会 

 ○「保険，医療」について 
  日本に初めて来た人やオーバーステイの人に，医療保険制度を紹介する資料を渡したい。病院では，言葉が通じないためのト
ラブルが起こっている。また，医療全般にわたっての情報も不足している。これを解決するための方法を話し合っていく。  

 ○「住宅」について 
  民間賃貸住宅の入居で，外国人であるという理由で拒否される例が多くある外国（イギリスなど）には法律で差別を禁止してい
る例があり，また，東京都や新宿区では住宅条例がある。川崎市でも，あらゆる入居差別をなくすための条項を盛り込んだ条例を
定めることが考えられないか，検討していきたい。  

 ○「地方参政権」について 
  外国人の法的地位の問題として話し合うべきことという意見と，まず，基本的な生活の問題の話し合いを優先し，それらが解決
した後に考えるべきだろうという，二つの意見が出されている。  

   

街づくり部会 

 ＝外国人市民の参加＝  

 ○外国人へのインフォーメーションのシステム化 
  外国人市民向けのパンフレット等は，多言語で出してほしい。また，外国人が生活する上で必要な情報が得られる場所を一本
化し，分かりやすくする方策を考える。（例えば，外国人登録窓口にまとめて置くなど）  

 ○外国人市民自らの貢献 
  外国人自らが外国人市民の生活を支え，市政や地域に役立つために，国際交流イベントや翻訳ボランティア等に参加すること
を考える。  

 ○外国人市民が暮らしやすい街づくり 
  例えば，公共施設などの標識や表示に外国語を付けること，駐輪場，公園の拡充，住環境の整備等について，外国人市民の
視点からの提案ができるような話し合いをする。  

◇ 部会審議の報告  

◇ その他（1997年度会議開催日程）  
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 平成９年２月28日，午前，川崎市外国人市民代表者会議の李仁夏議長とマウゴジャータ・ホソノ副議長が，市長執務室に高橋清
市長を訪問し，第１回（12月１日から１月12日までの３日間の会議）の「会議経過」を提出した。  

代表者会議のトップページに戻る


